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令和 2 年 12 月 7 日 

 

 

所属所 

共済組合事務担当課長 様 

 

 

熊本県市町村職員共済組合福祉課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する「共済制度補完事業 

（医療費支援制度）」の請求について（通知） 

 

日頃より当組合の業務運営につきまして、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申

し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症に罹患し入院した場合は、医療費支援制度の

保険金の支払対象になり、下記の場合も同様に、保険金の支払対象になりますの

で、同制度加入の組合員の皆様へ周知方よろしくお願いします。 

 なお、本通知は、当共済組合ホームページに掲載（令和 2 年 12 月 10 日予定）

しますことを申し添えます。 

 

記 

  

【臨時施設等や自宅での療養を行った場合の取扱い】 

〇  新型コロナウイルス感染症の影響拡大による病院事情 （満床等）により、

医師の指示・診断に基づき臨時施設等や自宅で入院と同等の療養を行った場

合には、病院等に入院したものとみなして保険金の支払対象になります。 

 

〇  添付書類 

・医師または医療機関の証明（写） 

※  別添様式「宿泊・自宅療養証明書（新型コロナウイルス感染症専

用）」をご確認ください。 

この様式は、厚生労働省のホームページに掲載されております。 

 

 

 

 
〈お問い合わせ先〉 

熊本県市町村職員共済組合 

福祉課 担当：野田・阿蘇品 

TEL：096-365-1900 
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